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綾部市議会 令和５年９月定例会 

議 案 説 明 資 料 

 

８月２８日 

秘書広報課 

 

招集告示  ８月２８日 

会  期  ９月 ４日～１０月１０日（３７日間） 

付議案件  １５件 

（内訳）条例関係   ５件：一部改正５件 

補正予算   ６件：一般会計１件、特別会計４件、 

          公営企業会計１件 

そ の 他   ４件：契約１件、指定管理者指定１件、 

連携協約１件、人事案件１件 

           

議第５３号  綾部市印鑑条例の一部改正について 

  個人番号カードに加え、スマートフォンに搭載された利用者証 

明用電子証明書を使用して、コンビニエンスストア等に設置され

ている端末機から印鑑登録証明書を取得できることとするため、

所要の改正を行おうとするもの。 

 

議第５４号  綾部市ＵＩターン者定住支援住宅の設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

        橋上町定住支援住宅の貸借期間満了による廃止に伴い、所要の

改正を行おうとするもの。 

・廃止する住宅の名称、所在地等  

名称・所在地 設置年度 戸数 家賃月額 

橋上町定住支援住宅 

（橋上町簗３６番地）  
平成 25 年度 １戸 30,000 円 

        ・貸借期間満了日：令和５年１０月３１日 

 

議第５５号  綾部市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正に

ついて 

        こども発達支援拠点施設の整備に伴い、綾部第１・第２放課後

児童健全育成学級を綾部小学校内に移転するため、所要の改正を

行おうとするもの。 

・所在地：移転前 上野町上野１２９番地（旧綾部幼稚園内） 

      移転後 上野町上野１６８番地（綾部小学校内） 
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議第５６号  綾部市空家等対策の推進に関する条例の一部改正について 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、同法

を引用する規定について、所要の改正を行おうとするもの。 

 

議第５７号  綾部市火災予防条例の一部改正について 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令等の一部改

正に伴い、蓄電池設備に関する規定の整備を図るなど、所要の改

正を行おうとするもの。 

 

議第５８号～議第６３号  令和５年度補正予算⇒別掲 

 

議第６４号  新都市公園整備工事請負契約の締結について 

旧市民センター跡地に新たな都市公園を整備するため、当該工

事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの。 

     ・契約金額：２０３，６０６，７００円 

 

議第６５号  綾部市地域交流センターの指定管理者の指定について 

綾部市地域交流センターの指定管理者を指定することについて、

議会の議決を求めるもの。 

・指定期間：綾部市地域交流センターの設置及び管理に関する 

条例の施行の日～令和８年３月３１日 

 

議第６６号  舞鶴市及び綾部市におけるはしご自動車の共同運用に係る連携協 

約の締結について                 補足 P３ 

        はしご自動車の共同運用に係る連携協約を舞鶴市と締結するこ

とについて、議会の議決を求めるもの。 

 

同第２３号  綾部市教育委員会委員の任命について＝当日配布 

委員４人中１人について、令和５年９月３０日に任期満了とな

るため、その後任委員について、議会の同意を求めるもの（任期

４年）。 


